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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第359号

　随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　委託業務の名称及び数量
　　ｅＬＴＡＸのシステム刷新に伴う税務支援システム

の改修業務（令和７年度分）　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

　　京都府総務部税務課
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
３　契約日
　　令和７年６月18日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　日本電気株式会社京都支店
　　京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町８
５　契約金額
　　42,460,000円
６　契約の方法
　　随意契約
７　随意契約とした理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１
項第１号

告　　　　　示

○随意契約の相手方の決定　 （税務課）  443
○遊泳区域の指定 （中丹広域振興局、丹後広域振興局）   〃
○母子家庭奨学金等支給要綱の一部を改正

する告示　 （家庭・青少年支援課）  445
○救急病院である旨の告示　 （医療課）  448
○公共測量の実施　 （用地課）   〃
○河川区域の廃止による廃川敷地　 （南丹土木事務所）   〃

公　　　　　告

○土地改良区の定款変更の認可　 （南丹広域振興局）  449
○府営土地改良事業計画の決定　 （中丹広域振興局）   〃
○道路の位置の指定　 （南丹土木事務所）   〃
○都市計画法に基づく工事完了
  （建築指導課、山城北土木事務所、南丹土木事務所）   〃

教 育 委 員 会

○京都府教育委員会地方機関等処務規程及び京都府
教育庁文書規程の一部を改正する訓令　  450

公 安 委 員 会

○京都府道路交通規則の一部を改正する規則　   〃
○平成６年京都府公安委員会告示第62号等の一部改

正　　  460

選挙管理委員会

○選挙人名簿の選挙時登録の被登録資格の決定の基
準日等　   〃

本号250627EM

京都府告示第360号

　京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例（平成26年京都府条例第７号）第８条第１項の規定
により、次の区域を遊泳区域として指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。
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　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　区域

海水浴場の名称 所在地 区域の表示 遊泳区域の指定期間

野原海水浴場 舞鶴市字野原 次の図のとおり 令和７年７月１日から同年８月20日まで

竜宮浜海水浴場（三浜区） 〃　　字三浜 〃 令和７年７月１日から同年８月24日まで

竜宮浜海水浴場（小橋区） 〃　　字小橋 〃 令和７年７月１日から同年８月31日まで

神崎海水浴場 〃　　字西神崎 〃 〃

　⑵　縦覧場所　京都府文化生活部安心・安全まちづくり推進課及び京都府中丹広域振興局地域連携・振興部総務防災
課

２⑴　区域

海水浴場の名称 所在地 区域の表示 遊泳区域の指定期間

天橋立海水浴場 宮津市字文珠 次の図のとおり 令和７年７月19日から同年８月17日まで

天橋立府中海水浴場 〃　　字江尻 〃 〃

丹後由良海水浴場 〃　　字由良 〃 〃

本庄浜海水浴場 与謝郡伊根町字本庄浜 〃 令和７年７月12日から同年８月17日まで

泊海水浴場 〃　　〃　　字泊 〃 令和７年７月19日から同年８月17日まで

　⑵　縦覧場所　京都府文化生活部安心・安全まちづくり推進課及び京都府丹後広域振興局地域連携・振興部宮津地域
総務防災課

３⑴　区域

海水浴場の名称 所在地 区域の表示 遊泳区域の指定期間

八丁浜海水浴場 京丹後市網野町浅茂川 次の図のとおり 令和７年７月19日から同年８月24日まで

琴引浜遊海水浴場 〃　　　網野町掛津 〃 令和７年７月19日から同年８月17日まで

琴引浜掛津海水浴場 〃　　　〃 〃 令和７年７月５日から同年８月17日まで

小浜海水浴場 〃　　　網野町小浜 〃 令和７年７月19日から同年８月24日まで

浜詰夕日ヶ浦海水浴場 〃　　　網野町浜詰 〃 令和７年７月17日から同年８月17日まで

高嶋海水浴場 〃　　　丹後町上野 〃 令和７年７月12日から同年８月17日まで

久僧海水浴場 〃　　　丹後町久僧 〃 令和７年７月19日から同年８月24日まで

立岩・後ヶ浜海水浴場 〃　　　丹後町間人 〃 令和７年７月12日から同年８月17日まで

砂方海水浴場 〃　　　〃 〃 〃

竹野海水浴場 〃　　　丹後町竹野 〃 〃

中浜海水浴場 〃　　　丹後町中浜 〃 令和７年７月19日から同年８月20日まで
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蒲井浜海水浴場 京丹後市久美浜町蒲井 次の図のとおり 令和７年７月19日から同年８月17日まで

箱石浜海水浴場 〃　　　久美浜町湊宮 〃 令和７年７月19日から同年８月24日まで

小天橋・葛野浜海水浴場 〃　　　〃 〃 〃

　⑵　縦覧場所　京都府文化生活部安心・安全まちづくり推進課及び京都府丹後広域振興局地域連携・振興部総務防災
課

京都府告示第361号

　母子家庭奨学金等支給要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和７年６月27日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

母子家庭奨学金等支給要綱の一部を改正する告示

　母子家庭奨学金等支給要綱（昭和49年京都府告示第241号）の一部を次のように改正する。
　題名を次のように改める。
　　　 ひとり親家庭奨学金等支給要綱
　第１中「母子家庭に対し、経済的かつ精神的援助」を「ひとり親に対し、経済的・精神的な援助」に、「母子家庭の」を「家
庭の」に、「ために」を「ため」に、「経費に対し」を「経費について」に、「母子家庭奨学金等」を「ひとり親家庭奨学金」
に、「奨学金等」」を「ひとり親家庭奨学金等」」に改める。
　第２を次のように改める。
（定義）
第２　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴　ひとり親　府の区域（京都市の区域を除く。）内に居住する母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129

号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない男子に該当する者であつて、
児童（20歳に満たない者をいう。以下同じ。）の扶養（民法（明治29年法律第89号）第877条に規定する扶養をいう。
以下同じ。）をしているものをいう。

　⑵　乳幼児　小学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する小学校、同条に規定する義務教育学校の
前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部をいう。以下同じ。）への就学の始期に達するまでの者をいう。

　⑶　小学生　小学校に在籍する者又はこれに準じるものとして知事が認める者をいう。
　⑷　中学生　学校教育法第１条に規定する中学校、同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教

育学校の前期課程若しくは同条に規定する特別支援学校の中学部に在籍する者又はこれに準じるものとして知事が
認める者をいう。

　⑸　高校生　高等学校（学校教育法第１条に規定する高等学校、同条に規定する高等専門学校、同条に規定する中等
教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部をいう。以下同じ。）に在籍する者又はこれに準じ
るものとして知事が認める者をいう。

　⑹　ひとり親家庭奨学金　乳幼児、小学生又は中学生の扶養をしているひとり親に対して支給する奨学金をいう。
　⑺　高等学校入学支度金　その扶養をする児童が新たに高等学校に入学する者であつて、当該入学の日の属する年度

の４月１日においてひとり親であるものに対して支給する支度金をいう。
　第３第１項中「奨学金等の」を「ひとり親家庭奨学金等の」に改め、「乳幼児、小学生、中学生及び高校生」を削り、「奨
学金等（高等学校入学支度金を除く。第３の２第１項において同じ。）」を「ひとり親家庭奨学金」に、「切り上げる。」
を「これを切り上げた額」に改め、第３第２項及び第３項中「奨学金等」を「ひとり親家庭奨学金等」に改める。
　第３の２を次のように改める。
（調整）
第３の２　知事は、ひとり親家庭奨学金等の支給の対象となる者がこの告示又はこの告示以外の法令等に基づくひとり

親家庭奨学金等に類する給付等を受ける場合は、支給額を減額することができる。
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　第４中「奨学金等の」を「ひとり親家庭奨学金等の」に、「母子家庭奨学金等支給申請書」を「、ひとり親家庭奨学
金等支給申請書」に改める。
　第５中「うえ」を「上」に、「母子家庭奨学金等決定通知書」を「ひとり親家庭奨学金等決定通知書」に改める。
　第６中「次」を「ひとり親家庭奨学金等の支給を受けている者（以下「受給者」という。）が次」に改め、第６第１
号中「奨学金等の支給を受けている者（以下「受給者」という。）が」を削り、第６第２号中「受給者が奨学金等」を「ひ
とり親家庭奨学金等」に改め、第６第３号中「受給者が」を削る。
　第８中「直ちに母子家庭奨学金等受給変更届書」を「、ひとり親家庭奨学金等受給変更届」に、「知事」を「、直ちに知事」
に改める。
　第９中「、又は」を「又は」に改める。
　第10の見出しを「（ひとり親家庭奨学金等の返還）」に改め、第10中「奨学金等」を「ひとり親家庭奨学金等」に、「第
３の２第１項」を「第３の２」に改める。

　別表中「母子家庭奨学金等」を「ひとり親家庭奨学金」に、

「

を
中学生 １人当たり年額　43,000円

高校生 １人当たり年額　64,000円
」

「
に、「35,000円」を「45,000円」に改める。中学生 １人当たり年額　43,000円

」
　別記第１号様式中
「

」

を

「

」

に、「京

都府母子家庭奨学金等支給要綱」を「ひとり親家庭奨学金等支給要綱」に、「フリガナ」を「ふりがな」に、
「

」

を

「

」

に、「児童の父」を「申

請者以外の児童の父又は母」に、「母子家庭と」を「ひとり親家庭と」に、「学校等種別」を
「

」
に、

「
」を「

」に、

「

」

を
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「

」

に改め、

同様式の注を削り、同様式中
「

」

を

「

」

に、「母

子家庭奨学金等受給者」を「ひとり親家庭奨学金等受給者」に、「母子家庭奨学金等（以下「奨学金等」という。）」を「ひ
とり親家庭奨学金及び高等学校入学支度金（以下「ひとり親家庭奨学金等」という。）の返還金」に改め、
「

」

を削り、

「第３条　受給者」を「第２条　受給者」に、「奨学金等の支給」を「ひとり親家庭奨学金等の支給」に改め、
「

」

を削り、

「第５条」を「第３条」に、「奨学金等以外」を「ひとり親家庭奨学金等以外」に、「償還の」を「返還の」に、「第６条」
を「第４条」に、「、母子家庭奨学金等支給要綱」を「、ひとり親家庭奨学金等支給要綱」に、「第７条」を「第５条」
に、「母子家庭奨学金等支給要綱等」を「ひとり親家庭奨学金等支給要綱」に改め、同様式の別表を削る。
　別記第２号様式中「母子家庭奨学金等支給決定通知書」を「ひとり親家庭奨学金等支給決定通知書」に、
「

」

を

「

」

に改め、同様式の注を削る。

　別記第３号様式中「母子家庭奨学金等受給変更届」を「ひとり親家庭奨学金等受給変更届」に、「母子家庭奨学金等の」
を「ひとり親家庭奨学金等の」に、「母子家庭奨学金等支給要綱」を「ひとり親家庭奨学金等支給要綱」に、「届けます」

を「届け出ます」に、
「

」
を

「

」
に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
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　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　船井郡京丹波町水戸町地先及び尻江地先
２　測量の期間
　　令和７年３月18日から令和７年12月26日まで
３　測量の種類
　　公共測量（用地測量）

京都府告示第364号

　河川区域の廃止により、次のとおり廃川敷地が生じた。
　なお、その関係図面は、京都府南丹土木事務所に備え
ておく。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　河川の名称
　　一級河川淀川水系東所川

京都府告示第362号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院である。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 所　 　在　 　地 認　定
年月日 認定期限

医療法人仁心会
宇治川病院 宇治市小倉町老ノ木31

令
 7. 6.27

令
10. 6.26

医療法人医修会
新河端病院

長岡京市一文橋２丁目31の
１

〃 〃

京都府告示第363号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である国土交通省近畿
地方整備局京都国道事務所長から通知があった。

１　この告示は、令和７年６月27日から施行し、この告示による改正後のひとり親家庭奨学金等支給要綱（以下「新要
綱」という。）の規定は、令和７年度分のひとり親家庭奨学金等から適用する。

（経過措置）
２　この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそ

れぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
３　新要綱第３第３項の規定は、令和７年度分の高等学校入学支度金の支給については、適用しない。この場合におい

て、新要綱第３第４項の規定中「１回」とあるのは、「１回（令和７年度分の高等学校入学支度金の内払いに係る支
給回数を除く。）」と読み替える。

（地方自治法第171条第４項の規定による会計管理者の事務委任等の一部改正）
４　次に掲げる告示の規定中「母子家庭奨学金」を「ひとり親家庭奨学金等（母子家庭奨学金等を含む。）」に改める。
　⑴　地方自治法第171条第４項の規定により会計管理者の事務を委任した告示（昭和39年京都府告示第144号）表健康

福祉部家庭・青少年支援課出納員の項
　⑵　京都府会計規則第６条第２項の規定により京都府広域振興局等の出納員に委任する事務の範囲を定めた告示（平

成16年京都府告示第336号）第１項第６号
　⑶　地方自治法第171条第４項の規定により会計管理者の事務の一部を再委任した告示（平成28年京都府告示第220号）

表健康福祉部家庭・青少年支援課出納員
（京都府高校生給付型奨学金等支給要綱の一部改正）
５　京都府高校生給付型奨学金等支給要綱（昭和51年京都府告示第174号）の一部を次のように改正する。
　　別記第１号様式中「母子家庭奨学金」を「ひとり親家庭奨学金等」に改める。
（京都府奨学のための給付金支給要綱の一部改正）
６　京都府奨学のための給付金支給要綱（平成26年京都府告示第446号）の一部を次のように改正する。
　　別記第１号様式、別記第１号様式の２及び別記第１号様式の３中「⑷　母子家庭奨学金等支給要綱（昭和49年京都

府告示第241号）第１に規定する奨学金等」を削り、「⑸」を「⑷」に改める。
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　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定 
年月日

所管土木 
事務所名 道路の位置 道路の 

延　長
道路の 
幅　員

南木第47
号　　　

令
 7. 6.18

京都府南
丹土木事
務所

亀岡市篠町
柏原町頭27
の４

ｍ
25.8

ｍ
最小　6.0
最大　6.0

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　第１工区
　　　京丹後市峰山町杉谷小字井祢ノ尻777の一部、778

の一部、小字樋田889の一部、889の１の一部、889
の２の一部、889の４の一部、889の５の一部、889
の７から889の９まで、890の１、891の３、891の５
の一部、891の６の一部、891の７の一部、893の17
の一部、925の２、925の３、925の６の一部、925の
７の一部、925の８の一部、925の９の一部、925の
10の一部、925の11の一部、926、927の１、927の２
の一部、小字津久田924の５の一部、924の10の一部

　　　（関連区域）
　　　京丹後市峰山町杉谷小字樋田889の５の一部、927

の２の一部
　⑵　開発許可を受けた者の名称
　　　京丹後市
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　長岡京市井ノ内白海道５の１、５の２、６の４の

一部、８、井ノ内横ケ端18の１、市有地
　　　（関連区域）
　　　長岡京市井ノ内白海道６の４の一部、井ノ内横ケ

端18の６の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　長岡京市今里畔町24の８
　　　医療法人社団岡村医院
３⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　城陽市寺田塚本225、226
　　　（関連区域）
　　　城陽市寺田塚本245の一部
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名

２　廃川敷地が生じた年月日
　　令和７年６月27日
３　廃川敷地の位置
　　南丹市八木町東所34番７、34番８、35番７、野條72

番２、73番３、74番２、95番３、104番３、105番２地
先
４　廃川敷地の種類及び数量
　　土地　2803.42平方メートル

　公　　　　告　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の
規定により、園部町土地改良区の定款の変更を令和７年
６月17日認可した。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の
規定により府営土地改良事業（蒲江・油江地区）計画を
定めたので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
　なお、当該土地改良事業計画の利害関係人で当該土地
改良事業計画について不服があるものは、縦覧期間満了
の日の翌日から起算して15日以内に書面で知事に審査請
求をすることができる。

　令和７年６月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　縦覧に供する書類の名称
　　府営土地改良事業（蒲江・油江地区）計画書の写し
２　縦覧の期間
　　令和７年６月27日から令和７年７月17日まで
３　縦覧の場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部地域づくり振興課
　　なお、京都府中丹広域振興局農林商工部地域づくり

振興課のホームページにおいて関係書類の電磁的記録
を閲覧することができる。

　　また、舞鶴市役所（舞鶴市産業振興部農林水産基盤
整備課）において関係書類を閲覧することができる。
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　　第34条第１項中「定める措置」を「定める方法によ
る措置」に改め、同項第２号を次のように改める。

　　⑵　電磁的記録による施行　次に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれに定める方法

　　　ア　情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律（平成14年法律第151号）第７条第１項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織
を使用する方法により当該施行を行う場合　同
条の規定に従い行う方法

　　　イ　その他の場合　次に掲げる方法
　　　　ア　電子署名を行い、当該電子署名に係る電子

証明書を添えること。
　　　　イ　その他アに準じる方法
　　第34条第４項中「掲げる」の右に「方法による」を

加える。
（京都府教育庁文書規程の一部改正）
第２条　京都府教育庁文書規程（昭和42年京都府教育委

員会教育長訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　　第29条第１項中「定める措置」を「定める方法によ

る措置」に改め、同項第２号を次のように改める。
　　⑵　電磁的記録による施行　次に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれに定める方法
　　　ア　情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律（平成14年法律第151号）第７条第１項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織
を使用する方法により当該施行を行う場合　同
条の規定に従い行う方法

　　　イ　その他の場合　次に掲げる方法
　　　　ア　電子署名を行い、当該電子署名に係る電子

証明書を添えること。
　　　　イ　その他アに準じる方法
　　第29条第４項中「掲げる」の右に「方法による」を

加える。

　　　附　則

　この訓令は、令和７年６月27日から施行する。

　　　京都市南区上鳥羽川端町326
　　　熊田　茂男
４⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　南丹市園部町木崎町中川端６の１
　　　（関連区域）
　　　南丹市園部町木崎町中川端９の３、12の２、12の
３の一部、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　　京都市右京区西院松井町４
　　　太田　俊之

教　育　委　員　会

京都府教育委員会教育長訓令第４号

本　　　　　　　　　庁　　
地　 　方　 　機　 　関　　
京都府総合教育センター　　
京  都  府  立  図  書  館　　
京  都  府  立  郷  土  資  料  館　　

　京都府教育委員会地方機関等処務規程及び京都府教育
庁文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和７年６月27日
京都府教育委員会　　　　　　　

教育長　前　川　　明　範　　

京都府教育委員会地方機関等処務規程及び京都府
教育庁文書規程の一部を改正する訓令

（京都府教育委員会地方機関等処務規程の一部改正）
第１条　京都府教育委員会地方機関等処務規程（昭和34

年京都府教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次の
ように改正する。

公　安　委　員　会

　京都府道路交通規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年６月27日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　在　田　　正　秀　　

京都府公安委員会規則第９号

京都府道路交通規則の一部を改正する規則
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　京都府道路交通規則（昭和35年京都府公安委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。
　第５条の３第２項中「（再交付を含む。）」を削り、「指定申請書」を「申請書」に改め、同条第３項中「指定申請書」
を「申請書」に改め、同条第４項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条中第６項を第８項とし、同条第５項中「前
項各号」を「第４項各号」に改め、同条中同項を第７項とし、第４項の次に次の２項を加える。
５　第１項第６号又は第７号に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、滅失し、著しく汚損し、又は破

損したときは、別記様式第１号の５の申請書により公安委員会に標章の再交付を申請することができる。
６　第１項第６号又は第７号に規定する標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更が生じたときは、速やか

に別記様式第１号の６の変更届に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、公安委員会に提出し、当該標章の変
更に係る事項の記載を受けなければならない。

　第５条の４第１項第１号中「物品等」を「食料品、日用雑貨等」に改め、同項第３号中「ほか、」の右に「貨物の集配等の」
を加え、同条第２項中「のほか、必要のある場合はあわせて別記様式第１号の５の標章」を削り、同条第３項を次のよ
うに改める。
３　前項の許可は、時間の制限その他必要な条件を付して行うことができる。
　第５条の４に次の３項を加える。
４　第２項に規定する許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両で、当該許可を受けた区間を通行するときは、

当該許可証を車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
５　署長は、第２項の許可証の交付を受けた者が前項の規定による許可条件に違反したとき又は特別な事情が生じたと

きは、その許可を取り消すことができる。
６　第２項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該許可証を廃棄しなけれ

ばならない。
　⑴　許可の期間が満了したとき。
　⑵　許可証の交付を受けた理由がなくなつたとき。
　⑶　許可を取り消されたとき。
　第６条の５第１項第12号に次のように加える。
　　エ　アからウまでに掲げるもののほか、法令に基づく公共性及び広域性のある用務のため使用中の車両
　第６条の５第１項中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号を第11号とし、第９号の次に次の１号を加え
る。
　⑽　保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が緊急訪問

を行うため使用中の車両で、別記様式第７号の５の標章を掲出しているもの
　第６条の５第２項中「第12号」を「第13号」に改め、「（再交付を含む。）」を削り、「指定申請書」を「申請書」に改め、
同条第３項中「指定申請書」を「申請書」に改め、同条第５項中「第５条の３第５項及び第６項」を「第５条の３第７
項及び第８項」に改め、同項を同条第６項とする。
　第６条の５第４項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条中同項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。
４　前項の申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、それぞれ次の各号に掲げる書面又

はその写しを添付しなければならない。
　⑴　用務に基づく除外指定車（第５条の３第１項第６号及び第７号並びに第１項第８号から第11号まで及び第13号に

掲げる車両をいう。）に係る申請の場合
　　ア　当該車両に係る自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面
　　イ　当該車両に係る用務を疎明する書面
　⑵　身体障害者等で歩行が困難な者等（第１項第12号に掲げる者をいう。）に係る申請の場合
　　ア　標章の交付を受けようとする者の障害の程度を証明する書面
　　イ　標章の交付を受けようとする者が本人であることを確認するに足りる書面
　第６条の５に次の２項を加える。
７　第１項第８号から第13号までに規定する標章の交付を受けた者は、当該標章を亡失し、滅失し、著しく汚損し、又

は破損したときは、別記様式第１号の５の申請書により公安委員会に標章の再交付を申請することができる。
８　第１項第８号から第13号までに規定する標章の交付を受けた者は、当該標章の記載事項に変更が生じたときは、速

やかに別記様式第１号の６の変更届に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、公安委員会に提出し、当該標章
の変更に係る事項の記載を受けなければならない。

　第７条第１項を次のように改める。
　　法第45条第１項ただし書及び法第49条の５の規定により署長が行う駐車の許可は、次のとおりとする。
　⑴　法第45条第１項ただし書の規定による署長の駐車許可は、当該車両の駐車が、次のいずれにも該当する場合に許

可するものとする。
　　ア　許可を受けようとする駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

本号250627EM.indd   451本号250627EM.indd   451 2025/06/25 水   15:52:502025/06/25 水   15:52:50



令和７年６月27日　金曜日　　　

452

京  都  府  公  報

本号250627EM

　　　ア　駐車（許可に条件を付す場合にあつては、当該条件に従つた駐車。イにおいて同じ。）により交通に危険を
生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。

　　　イ　駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
　　イ　許可を受けようとする駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。
　　　ア　法第45条に基づく駐車禁止の規制のみが実施されている場所（法第45条第２項の規定に基づく無余地となる

場所及び放置駐車となる場合にあつては同条第１項各号に掲げる場所を除く。）であること。
　　　イ　駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
　　ウ　許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
　　　ア　公共交通機関その他の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務で

あること。
　　　イ　５分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められ

る用務であること。
　　　ウ　法第77条第１項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
　　エ　許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止さ

れていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
　　　ア　重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先

の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
　　　イ　ア以外の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートル以内
　⑵　法第49条の５の規定による署長の駐車許可は、当該車両の駐車が、次のいずれにも該当する場合に許可するもの

とする。
　　ア　許可を受けようとする駐車の日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐

車するものでないこと。
　　イ　許可を受けようとする駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。
　　　ア　場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。
　　　イ　方法については、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する方法でないこと。
　　ウ　許可を受けようとする駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。
　　　ア　公共交通機関その他の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務で

あること。
　　　イ　当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法に

よることがおよそ不可能と認められる用務であること。
　　　ウ　法第77条第１項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。
　　エ　許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止さ

れていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
　　　ア　重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先

の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近
　　　イ　ア以外の車両にあつては、当該用務先からおおむね100メートル以内
　第７条第２項に次のただし書を加える。
　　ただし、用務の性質上、許可を受けようとする駐車の場所が、複数警察署の管轄区域内にまたがる場合は、当該申

請書は１の警察署に提出すれば足りる。
　第７条中第５項を削り、第４項を第５項とする。
　第７条第３項中「のほか、必要のある場合は、あわせて別記様式第９号の標章」を削り、同条中同項を第４項とし、
第２項の次に次の１項を加える。
３　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、署長が認めたときは、一部又は全

部を省略することができる。
　⑴　許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図（建物又は施設の名称、道路の状況等が判別できるもの

で、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの）
　⑵　許可を受けようとする駐車に係る用務を疎明する書類
　⑶　許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
　第７条に次の５項を加える。
６　第４項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車する間は、

当該駐車許可証を車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。
７　第４項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許可証を亡失し、滅失し、著しく汚損し、又は破損し

たときは、別記様式第８号の２の申請書により当該駐車許可証を交付した署長に駐車許可証の再交付を申請すること
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ができる。
８　第４項に規定する駐車許可証の交付を受けた者は、当該駐車許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに別

記様式第８号の３の変更届に記載事項の変更を証する書面の写しを添えて、当該駐車許可証を交付した署長に提出
し、当該駐車許可証の変更に係る事項の記載を受けなければならない。
９　署長は、第４項の駐車許可証の交付を受けた者が第５項の規定による許可条件に違反したとき又は特別な事情が生

じたときは、その許可を取り消すことができる。
10　第４項の駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該駐車許可証（第３

号の場合にあつては、発見し、又は回復した駐車許可証）を廃棄しなければならない。
　⑴　駐車許可の期間が満了したとき。
　⑵　駐車許可証の交付を受けた理由がなくなつたとき。
　⑶　駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証を発見し、又は回復したとき。
　⑷　駐車許可を取り消されたとき。
　別記様式第１号の４及び別記様式第１号の５を次のように改める。
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様式第１号の４（第５条の３、第６条の５関係）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第１号の５（第５条の３、第６条の５関係）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

本号250627EM.indd   455本号250627EM.indd   455 2025/06/25 水   15:52:512025/06/25 水   15:52:51



令和７年６月27日　金曜日　　　

456

京  都  府  公  報

本号250627EM

　別記様式第１号の５の次に次の１様式を加える。
様式第１号の６（第５条の３、第６条の５関係）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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　別記様式第８号を次のように改める。
様式第８号（第７条関係）

備考　１　申請者は太枠内を記入すること。
　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ例４番とする。
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　別記様式第８号の次に次の２様式を加える。
様式第８号の２（第７条関係）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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様式第８号の３（第７条関係）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。
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１　被登録資格の決定の基準となる日
　　令和７年７月２日（年齢については、令和７年７月
20日）
２　登録を行う日
　　令和７年７月２日

京都府公安委員会告示第107号

　平成６年京都府公安委員会告示第62号等の一部を次の
ように改正する。

　　令和７年６月27日
京都府公安委員会　　　　　　　

委員長　在　田　　正　秀　　

　次に掲げる告示の規定中「太田嘉樹」を「太田嘉兵衛」
に改める。
１　平成６年京都府公安委員会告示第62号（免許関係事

務の委託）
２　平成20年京都府公安委員会告示第22号（運転免許取

得者等教育の認定）
３　令和４年京都府公安委員会告示第163号（運転免許

取得者等検査の認定）

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第30号

　令和７年７月20日執行予定の参議院京都府選挙区選出
議員選挙に係る選挙人名簿の選挙時登録について、被登
録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を、次の
ように定める。

　令和７年６月27日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　多　賀　　久　雄　

　別記様式第９号を次のように改める。
様式第９号　削除
　別記様式第40号中「交付を受けている運転経歴証明書」を「交付を受けている運転経歴証明書等」に改める。

　　　附　則

（施行期日）
１　この規則は、令和７年７月１日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正前の京都府道路交通規則（以下「旧規則」という。）第７条第３項の規定により交付された駐

車許可証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の京都府道路交通規則（以
下「新規則」という。）第７条第４項の規定により交付された駐車許可証とみなす。
３　旧規則第５条の４第２項又は第７条第３項の規定により交付された標章を旧規則第５条の４第３項又は第７条第５

項の規定により掲出しているときは、当該標章がこの規則の施行の際現に効力を有し、その有効期間中である場合に
限り、新規則第５条の４第２項又は第７条第４項の規定により交付された許可証を新規則第５条の４第４項又は第７
条第６項の規定により掲出しているものとみなす。
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